
メルマガ登録
大募集中！

職場内で掲示・回覧ください。職場内で掲示・回覧ください。

令和３年度 生活習慣病予防健診・特定健診のご案内

退職される方から保険証の回収をお願いします

　３月下旬、事業主様へ生活習慣病予防健診対象者一覧をお送りします。健診機関へのご予約に
ご活用ください。また、４月上旬に被保険者様のご自宅へ被扶養者様の受診券をお送りします。
健診機関へ直接お申込みをお願いいたします。

　行政手続きにおける押印規制の見直しが進められた結果、協会けんぽにおける各種申請書の
押印が不要になりました。ただし、以下の書類は引き続き押印が必要となります。

協会けんぽ香川支部からのお知らせ協会けんぽ香川支部からのお知らせ 令和３年３月号令和３年３月号

情報提供サービスが便利です！情報提供サービスが便利です！ 情報提供サービスから健診対象者一覧をダウンロード
すると予約状況等をエクセルで管理できます！

協会けんぽホームページから
ユーザーＩＤを申請する。

１０日程で協会けんぽから
ユーザーIDとパスワードが送付される。

協会けんぽホームページから
情報提供サービスへログイン

ご予約は
お早めに！

保険証を使用できるのは退職日まで！保険証を使用できるのは退職日まで！

ご家族（被扶養者）が就職したときも返却！ご家族（被扶養者）が就職したときも返却！

※誤って保険証を使用した場合、医療費の７～８割（協会けんぽ負担分）を返還していただきます。
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月の途中で退職された場合でも、保険証を使用できるのは
退職日までです。退職の際、必ず事業所へ返却しましょう。

被扶養者様が就職等で扶養から外れる場合（自身で健康保険
に加入する場合等）も事業所へ返却しましょう。

各種申請書等の押印は省略できます

各種申請書の
本人記載欄、事業主記載欄、
医師記載欄、受取代理人欄、
社会保険労務士の提出代行
者名記載欄

①任意継続被保険者の保険料引き落としに係る預金口座振替依頼書の
　「金融機関お届出印」及び「金融機関の確認印」
②高額療養費支給申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書及び
　出産育児一時金支給申請書の市区町村長の証明印
③受領委任方式による柔整、はりきゅう、あんまマッサージ療養費支給申請書
④療養費支給申請書（治療用装具）の添付書類

協会けんぽ香川支部の公式YouTubeチャンネル・
Facebookアカウントを開設いたしました。
ぜひご覧ください。

第１弾
「健診で生活習慣病の予防を」

087-811-0572  業務グループ
087-811-0573  レセプトグループ
087-811-0574  保健グループ
087-811-0570  代表 企画総務グループ 

（保険給付・任意継続・保険証等）
（医療費のお知らせ・交通事故等）
（健診・保健指導等）
（ジェネリック医薬品・メールマガジン等）

〒760-8564　高松市鍛冶屋町３　香川三友ビル７階
申請書等提出先・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・

各種申請書の様式については、順次、改訂していきます。 【お問い合わせ先】業務グループ
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※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホーム
ページで公表予定です。

事業主の皆さまへ【重要なお知らせ】
従業員の皆さまへご案内いただきますよう、お願いいたします。

健康保険証利用申込のお問い合わせ マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。【受付】平日9：30～20：00、土日祝9：30～17：30

から


